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４ 平成１４年２月１２日申請（平成１４年（争）第３号）（接続に必要な工作

物の利用） 

 

（１）経過 

 

平成１４年  

２月１２日 イー・アクセス株式会社（以下「イー・アクセス」という。）

から、あっせんの申請。（⇒（２）） 

１３日 委員会から、西日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ西

日本」という。）に対し、あっせんの申請があった旨の通

知。 

１５日 あっせん委員（森永委員長代理、浅井特別委員、瀬崎特 

別委員、土佐特別委員及び藤原特別委員）の指名。 

１９日 ＮＴＴ西日本から答弁書の提出。（⇒（３）） 

２６日 両当事者から意見の聴取。 

両当事者間で解決のための合意が成立。（⇒（４）） 

あっせん終了。 

 

（２）申請における主な主張 

 

ＮＴＴ西日本の１ビルにおけるイー・アクセスによるコロケーションスペ

ース、電源及びＭＤＦの利用のあっせんを求める。 

ＮＴＴ西日本Ｂ支店からは、その管轄のすべてのビルにおいて、工事申込

みの３ヶ月以降でないと工事を行うことができないとしているが、明確な根

拠に基づくものではないと考えるので、即時に自前工事の着工ができる措置

を要望する。 

 

（３）答弁書における主な主張 

 

当該ビルについて、コロケーションスペース、電源及びＭＤＦ利用のため

の割当てを行う。Ｂ支店管轄のビルにおいては、自前工事の着工時期につい

て打合せの上、可能な限り前倒しを図るよう努力する。 

 

（４）主な合意事項 
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当該ビルについて、平成１４年３月中旬にイー・アクセスによる自前工事

による着工が行えるよう双方協力を行う。 

また、イー・アクセスによる自前工事については、自前工事申込みから１

ヶ月以内に着工できること及びビルの具体的な状況・着工スケジュール等に

ついてＮＴＴ西日本より明示する。 

  


